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議員提案政策条例の規定による施策等の実施状況及び成果に関する報告書 
 
１ 条例の基本事項 

条例の名称 
茨城県被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に

関する条例 

担当課（室） 福祉人材・指導課 公 布 日 平成 26 年３月 26 日 

報告の根拠 第 13 条（年次報告） 
 

２ 条例の概要・施策体系図・推進体制等 

（１）条例の概要・施策体系図  
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（２）推進体制（指導体制） 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

（３）条例制定後の主な取組 

１ 取組状況 

〇施行規則等の整備 
 ・施行規則の制定（H26.9.25 制定。H26.10.1 施行） 

事業の開始届、変更届、廃止・休止届の関係様式を規定 
 ・運営指針の策定（H26.9.22 策定。H26.10.1 施行） 

施設基準、開設等の手続き等に関する指導上のガイドライン 
〇対象施設の把握 

福祉事務所に対して、毎年、照会等を行い、条例対象施設を把握 
 〇届出受理 

対象となりうる事業者に対して条例趣旨等の説明及び届出指導を行い、事業開始届

出を受理（H26 年度） 

〇立入検査 
  届出内容及び運営指針の順守状況を確認し、必要な指導を行うため年１回立入検査

を実施（H26 年度） 

 
２ 対象施設数 

年月日 H26.10.1 
（条例施行日） 

H27.7.1  R6.4.1 

施設数 ６ ０ ０ 

   ※国通知の改正(H27.7.1 適用)に伴い、条例の対象としていた施設が、社会福祉法

の適用を受けることとなったため、平成 27 年 7月 1 日以降、対象施設なし 
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３ 条例の規定による事業等の実施状況及び成果並びに今後の取組 

条例に基づき施設への立入検査及び事業者への指導を行うことにより、施設運営の適正

化を図った。 

引き続き福祉事務所と連携し対象施設の把握に努めるとともに、対象施設については、

本条例に基づく届出の指導及び立入検査を行い、対象施設の適切な運営の確保を図ってい

く。 

〇届出（第３条） 

    ・事業を行っている事業者から開始届を受理（H26 年度） 

   〇報告の徴収及び立入検査等（第８条） 

    ・事業者（施設）に対し、年１回の立入検査を実施（H26 年度） 

 


